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国際公共財としての感染症対策＊１

山形 辰史＊２

Ⅰ．はじめに：感染症対策とは

感染症対策は現在，世界のみならず日本にお

いても急務とされている。人や動物，財・サー

ビスの移動が拡大した結果，感染の確率が増え

ているほか，先進国においてはあまり感染症に

罹ったことのない世代が自然免疫を持っていな

いこと，産業動物が人工的でともすれば感染症

が拡大しやすい環境の中で育てられていること

等から現代社会は感染症に対して脆弱であると

する論もある（門司［２００４］）。このような背景

から西ナイル熱，鳥インフルエンザ，SARSと

いったいわゆる新興再興感染症（emerging/re−

emerging infectious diseases）もかなりの程度の

感染の広がりを見せている。また世界全体の

人々の被害としては HIV/AIDS，結核，マラリ

要 約
HIV/AIDS，SARS，鳥インフルエンザといった新興感染症，薬剤耐性を持った病原体の

出現によって問題が深刻化している結核，マラリア等再興感染症への関心が世界で高まっ

ている。感染症の予防や治療はそれを個人に施すことのプラスの効果が国境を越えてスピ

ル・オーバーすることが多く，国際公共財としての性質を持っている。また，新薬・ワク

チンの成分・製法に関する情報および，感染症の流行に関する情報は典型的な公共財であ

り，誰しもがフリー・ライドするインセンティブを持っている。したがって，これら公共

財の過少供給の問題を解決するためには国際的な協調行動が必要である。

世界の感染症対策は，感染がより大規模に広まっている発展途上国を中心としたものに

ならざるを得ない。現在これをリードしているのはアメリカであり，日本はWHOへの出

資については存在感を示しているものの，それ以外の機関への出資や二国間協力の面にお

いて，少なくとも今現在においては貢献度が大きいと見られていない。また，新薬・ワク

チン開発については日本の財政的な面での貢献は全く目立たない。

国際的な感染症対策に関する日本の印象を高めるためには，沖縄感染症イニシアティブ

の際になされたような形で金銭的貢献度を再び高める，あるいは，国際的に必要と考えら

れているものの他国が協力を決めていない分野への貢献をいち早く宣言する，等の対応が

考えられる。

＊１ 責任編集者の河合正弘氏，および伊藤萬里，牧野久美子両氏のコメントが有益であった。感謝の意を表
する。
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アによるものが甚大で，これらの３つの感染症

への予防・治療が発展途上国の貧困削減を達成

するうえでは喫緊の課題である。先進国にとっ

ても HIV/AIDSが脅威であるほか，これらの全

ての感染は国境を越えて生じることも問題であ

る。また，一部の国・地域で採られた感染症対

策が他地域にも好影響を与えるうえ，対策を採

った国が採らなかった国に対して対価を求める

ことが難しいことから，後に詳しく検討するよ

うに，感染症対策は多くの場合，国際公共財の

１つと言える。

感染症対策の基本は予防と治療である。予防

はまだ感染していない人々に向けて，そして治

療は既に感染した人々に向けて行われる。また

感染した人々の家族に対する配慮や，社会全体

への教育といったような対策も重要である１）。

予防には，病原体，感染経路を特定すること，

それらに応じて感染を防ぐように人々の行動パ

ターンの変化を促すこと，感染の可能性のある

人々に注意を喚起すること，感染経路によって

はマスクやコンドームといった感染を防ぐ手段

を提供すること，感染拡大地域の監視と情報発

信，そして究極的にはワクチン開発とその普及

が含まれる。治療には，発症メカニズムの解明，

治療法・治療薬の開発とその普及，感染者への

検査の呼びかけと実施，カウンセリング等が含

まれる。

厳密に言えば感染症対策の全てが公共財的性

質を持っているわけではない。ある個人に対す

る感染予防は，その個人が感染しないことによ

って他人への感染の可能性が下がる場合には外

部性を持つ。一方，治療はその全てに外部性が

あるわけではない（Chen et al．［１９９９］，Mus-

grove［２００４］）。例えば，感染者の苦痛を和ら

げるための治療が，その感染者から他の人への

再感染率には影響を与えない場合もある。その

場合には治療は公共財ではなく私的財と言える。

しかし以下で詳しく見るように，感染症対策が

公共財的性質を持つ場合が多いので，本稿では

その供給について考察する。どのような対策が

感染を妨げるのに有効であるのか，特にどのよ

うな政策でワクチンや治療薬開発が促進される

のか，また，そのような活動を支えるどのよう

な組織が世界にあり，それらに対して日本がど

のような貢献をしてきたのか，が本稿の主たる

課題となる。

以下では，第Ⅱ節において現在世界で大きな

問題とされている感染症の特徴について説明す

る。感染症の中でも，ヒトからヒトへの感染の

あるなし，感染媒体等々によって感染症対策が

異なることが強調される。第Ⅲ節では，国際公

共財としての感染症対策の性質を，より丹念に

分析する。第Ⅳ節では感染症対策の国際的取組

みと，それに対する日本の貢献について述べる。

最後に本稿全体のまとめがなされると同時に，

今現在は感染症対策に積極的と見られていない

日本がどのような態度を取るべきかについて簡

単に論じる。

Ⅱ．注目される感染症

世界保健機関（World Health Organization :

WHO）によって１９８０年に天然痘の根絶宣言が

なされ，ポリオの制圧も近いと考えられていた

現代において，感染症はいずれ制御可能になる

１）この分類法と同様に，国際協力事業団［２００２］は HIV／エイズに対する戦略目標を，「HIV/AIDS予防とコ
ントロール」，「HIV感染者，AIDS患者や家族等へのケアとサポート」，「有効な国家レベルの対策の実施」
の３つに分け，それら３つの目標毎に日本の具体的協力方針を提案している。ちなみに木原・小松［２００３］
はエイズ対策として，①サーベイランス，②感染予防，③自発的カウンセリング・検査，④治療・ケア・サ
ポート，⑤差別・偏見の撤廃，の５分類を提示している。

国際公共財としての感染症対策
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と考えられた時期があった。しかしその後，そ

れまでヒトへの感染が確認されていなかった疾

患や，以前からその存在が知られてはいたもの

の発生数が著しく減少し，問題性が薄れたと考

えられていた感染症が近年になって拡大する傾

向が見られ，前者が新興感染症，後者が再興感

染症として問題視されている（岡部［２００４］）。

この他，結核，マラリアといったような少なく

とも発展途上国にとっては長年相当程度の感染

があり大きな被害をもたらしてきた感染症も依

然として問題性が高い。以下ではそれらの感染

症の具体的イメージを与えるために，日本およ

び世界で大きく注目されている疾患の特徴や感

染の社会的背景について簡単に述べる。

Ⅱ－１．新興感染症

Ⅱ－１－１．HIV/AIDS

AIDSは Acquired Immunodeficiency Syndrome

の略で，後天性免疫不全症候群と訳される。

AIDSは HIV（Human Immunodeficiency Virus：

ヒト免疫不全ウイルス）を病原体としており，

HIVの感染の後，２～２０年の間に免疫系が破

壊され，HIV感染者は通常であれば重症に至

らないような他の感染症（日和見感染症と呼ば

れる）等に感染しやすくなる。HIV感染者が

日和見感染症に感染した状態をもって AIDSが

発症したと言う。免疫系が破壊された状態で日

和見感染症等に罹ると命にかかわる（World

Bank［１９９７］，邦訳１７－２０ページ；岩本［２００４］；

根岸［２００１］他）。

AIDSは現在世界でもっとも影響の深刻な感

染症ということができる。２００３年末の感染者数

は４０００万人，２００３年一年間の新規感染者数は５００

万人，同死亡者数は３００万人と推計されている

（UNAIDS and WHO［２００３］）。中でもサハラ以

南アフリカにおける感染の拡大が最も甚だし

く，２００３年末の感染者数は２５００－２８２０万人，２００３

年一年間の新規感染者数は３００－３４０万人，同死

亡者数は２３０－２４０万人と推定されている。また，

成人 HIV陽性率は，世界平均が１．１％であるの

に対し，サハラ以南アフリカ平均は７．５－８．５％

である。南部アフリカにはこの値が３０％を超え

ると推定されている国がいくつかある。

日本では HIV感染者，AIDS患者とも絶対数

は少ないが，感染者数は近年において先進諸国

の中で唯一上昇を続けており，２００３年には患者

・感染者数共に過去最高の，それぞれ３３６人，６４０

人に達した（２００４年４月２７日付け日本経済新聞

より）。２００４年に入ってもその勢いは衰えてお

らず，HIV/AIDSは日本でも身近な問題になり

つつある。

HIVは感染者の血液，精液，膣分泌液，母

乳といった体液を通じて感染する。主な感染形

態としては性交，輸血，麻薬等使用の際の注射

針の共用，母子感染がある。母子感染には，出

産前の母体から胎児への感染，出産時の血液等

を通じた感染，出産後の授乳による感染がある。

現在では，HIVに感染した後に免疫系の破

壊を妨げる抗レトロウイルス薬がかなりの効果

を上げており，AIDS発症の抑制が可能となっ

ている。かつて抗レトロウイルス薬は高価で，

発展途上国の HIV感染者には手が届かなかっ

たが，２００１年にカタールのドーハで開催された

WTO閣僚会議でその閣僚宣言に「公衆衛生」

の観点から「国家的緊急事態」と判断された場

合には TRIPS協定（知的所有権の貿易関連側

面に関する協定：Agreement on Trade−Related

Aspects of Intellectual Property Rights）を柔軟に

運用してよい」と明記されたこと等から（黒崎

・山形［２００３］，山形［２００３a, b］）２），抗レトロ

ウイルス薬の価格は１９９８年の一人一日３０米ドル

程度の水準から，２００２年には一人一日１ドルの

水準にまで下落した（Economist［２００２a］）。こ

れによって HIV/AIDS対策の最重要課題は，抗

２）ドーハ会議に先立つ南アフリカ，ブラジルにおける抗レトロウイルス薬特許をめぐる訴訟の経緯に関して，
山形［２００３a］，p．４０２；山形［２００３b］，p．２９；および黒崎・山形［２００３］，p．１０４の表記は誤りを含んでいるの
で留意されたい。

国際公共財としての感染症対策
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レトロウイルス薬をいかにスムーズに HIV感

染者の手に渡すか，ということに移っている。

しかしまだ問題は残されている。一日一ドル

は最貧国の HIV感染者にとって決して小さい

額ではないうえ，そもそも薬の流通が限られて

いる地域もある。また，ある抗レトロウイルス

薬に薬剤耐性ができてその薬が効かなくなると，

他の抗レトロウイルス薬を試みなければならな

い。そのようにしてどの薬も効かないというケ

ースが今後増える可能性がある。また，薬によ

っては副作用が無視しがたいほど激しい場合が

ある（Klesius［２００２］）。そして何より，HIV感

染者は終生抗レトロウイルス薬を飲み続ける必

要がある。感染自体を防ぐことが望ましいので

あるが，後述のように AIDSワクチンはまだ開

発が成功していない（佐々木他［２００２］，柴田

［２００２］，樽井［２００１］，IAVI［２００２］）。したが

って，抗レトロウイルス薬，ワクチン共に更に

開発の努力を続ける必要がある。

Ⅱ－１－２．SARS

SARSは Severe Acute Respiratory Syndrome

の略で，重症急性呼吸器症候群と訳されている。

２００２年１１月に世界で初めて中国の広東省におい

て発生し，その後香港を経由して台湾，カナダ

とシンガポール等東南アジア諸国へと感染が拡

大した。WHOの発表によれば，２００２－２００３年

の冬から春の時期に世界で８４３９人が感染し８１２

人が死亡した。感染者に対する死亡者の割合は

９．６２％という高さであった（２００３年７月６日付

日本経済新聞より）。２００４年４月には病原体が

「コロナウイルス」の一種であることが明らか

になった。

SARSは主に口からの飛沫を介して感染する

と考えられており，院内感染の多いことが特徴

であった（川名［２００４］）。ヒトが SARSウイル

スに感染すると２－１０日の潜伏期の後に高熱，

全身倦怠感，筋肉痛の初期症状が現れ，その後，

咳，喀痰，呼吸困難等が現れる（大石［２００４］）。

発熱期には下痢を伴うことがある。

２００２－２００３年に SARSが流行した際には，

WHOを中心とする機関の国際協力が有効だっ

たことが知られている（押谷［２００４］）。最初に

感染が拡大したのは中国の広東省であったが，

当初は中国側がWHO等の調査団受け入れに積

極的ではなかった。一方，ベトナム政府は援助

受入れに積極的であり，２００２年３月にWHOの

みならず日本やフランスにも援助要請がなされ

た。その後は中国も調査団派遣に応じ，情報が

公開されていくこととなった。

この間，WHOはベトナムや香港の病院の院

内感染を確認し，世界中に“Global Alert”を出し

た。これを受けてシンガポールやトロントから，

同様の症例が報告されることとなった。そして

４月にはWHOが広東省と香港に渡航延期勧告

を出した。その後，北京，天津，河北，山西，

内蒙古，トロントにも同勧告が出されるに至っ

た。このように２００２－２００３年の SARS流行への

国際協力は突然の新興感染症発生に対する迅速

かつ有効な取組みという意味で画期的であった。

Ⅱ－１－３．鳥インフルエンザ

いわゆる鳥インフルエンザは H５N１インフ

ルエンザウイルスを病原体とする。１９９７年に香

港において初めてヒトに感染し，トリ由来のイ

ンフルエンザウイルスは人に感染しないという

認識を覆すこととなった（渡辺・河岡［２００４］）。

その後鳥インフルエンザは２００２－２００３年冬にオ

ランダやベルギーで流行しており，２００３年４月

までに８３人が発症し１人が死亡している。それ

が２００３－２００４年冬にはアジア全域の鶏と鶏の間

で流行した。またベトナムやタイではトリから

ヒトへの感染も発生し，３２人の感染者と２３人の

死者が出た。鶏への感染は日本でも京都府や大

分県で問題になり，大量の鶏が処分されるに至

った。うち最も影響が深刻であった京都府では

２００４年４月１３日にようやく鳥インフルエンザ終

息宣言を出した。

これによってアジアの鳥インフルエンザ問題

は収まったかに見えたが，早くも同年５月２６日

にはタイで鳥インフルエンザが再発し，その後

中国，ベトナム，マレーシアでもトリの間での

国際公共財としての感染症対策
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感染が確認されている。また，ベトナムでは９

月７日に幼児が鳥インフルエンザの感染によっ

て死亡し，続いてタイでも９月９日に死亡者が

出た。

現在最も懸念されているのは，H５N１イン

フルエンザのヒトからヒトへの感染の可能性で

ある。これまでの感染は全てトリからヒトに対

して生じたもので，鳥インフルエンザのヒトか

らヒトへの感染は，これまで確認されていない。

ヒトからヒトへの感染があり得るとしたら，感

染がより広範囲に拡大する可能性がある。２００４

年９月にタイにおいて母子の間で感染が起こっ

たことが疑われており（２００４年１０月５日付け日

本経済新聞より），注視されている。

Ⅱ－１－４．牛海綿状脳症

牛海綿状脳症は BSEと略されるウシの疾患

である。BSEに感染したウシの病原体である

「異常プリオン蛋白質」を摂取すると，ヒトに

も海綿状脳症が発生することから，伝達性海綿

状脳症を総称してプリオン病と呼んでいる。ち

なみに変異型クロイツフェルト・ヤコブ病がヒ

トにとってのプリオン病である（山内［２００４］，

竹田［２００４］）。

自然界において，牛のプリオン蛋白質を牛が

摂取することは稀なはずであるが，畜牛の飼料

として牛の肉骨粉が与えられていたことか

ら，１９８６年に牛の間の感染がイギリスにおいて

確認された。BSEによると思われる変異型ク

ロイツフェルト・ヤコブ病感染者は２００３年１２月

までにイギリスで１４３例，その他諸国で数例あ

るが，いずれの感染者もイギリス在住の経験が

あることから，イギリスでの感染が疑われてい

る（山内［２００４］，p．１３９）。潜伏期間が長いと

いう特徴があることから，感染者が潜在してい

る可能性が懸念されている。

Ⅱ－１－５．腸管出血性大腸菌感染症

O１５７：H７の血清型を持つ腸管出血性大腸菌

による大腸炎は１９９６年に堺市等において集団発

生し，感染者数は７０００人を超えた。その後も日

本において腸管出血性大腸炎は毎年発生してお

り，数名の死者を出すに至っている（渡辺

［２００４］）。感染のほとんどが飲食物を経由した

経口感染であるが，トイレや洗面所，浴槽にお

けるヒトからヒトへの糞口感染も無視できない。

症状としては名称のとおり，水様性下痢から

血性下痢を呈する割合が高い。予防のためには

食品の十分な加熱，井戸水，受水槽，トイレ，

洗面所，浴槽を清潔に保つことが重要である。

Ⅱ－１－６．エボラ出血熱

エボラ出血熱は主としてアフリカで発生して

いるが，その死亡率の高さが大きな脅威と捉え

られている（岩�［２００４］）。最初の患者は１９７６

年に現在のコンゴ民主共和国のエボラ川流域で

報告された。この年同国において３１８人の感染

が確認され，その８８％が死亡した。同年にスー

ダンにおいても２８４人の感染が確認され，その

５３％が死亡している。それ以降，１９９５年にコン

ゴ民主共和国，１９９６年にガボン，２０００－２００１年

にウガンダ，２００１－２００２年にコンゴ民主共和国

において大きな流行があった。また新聞報道に

よると，２００３年にも少なくとも１３１人がエボラ

出血熱によって死亡した（２００３年１１月１７日付日

本経済新聞夕刊より）。

病原体はエボラウイルスで患者の血液や体液，

排泄物，分泌物に排出されることから，それら

に触れることを通して感染が広がる。イギリス，

アメリカ，イタリア，フィリピンにおいても過

去に感染があったが，それらはヒトからヒトへ

の感染ではなく，針刺し事故や猿からの感染で

ある。

症状としては急な発熱が特徴的であり，続い

て風邪に似た症状を呈する。頻度はあまり多く

ないものの，出血がみられることもある。重症

の場合には発症後約１週間でショック状態に陥

り，死に至る。自然宿主が特定されておらず，

更なる研究が必要とされている。

Ⅱ－２．その他の主な感染症

上に挙げた新興感染症に加え，世界で長年問
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題とされ続けている感染症がある。これらのほ

とんどは発展途上国を中心に感染が発生してい

るのであるが，結核のように既存の薬に耐性を

持つ菌が発生したために，日本でさえ一時期感

染者が増加した感染症もあることに注意が必要

である。

Ⅱ－２－１．結核

結核の病原体は結核菌であり，感染はほとん

どの場合，空気感染による（大菅［２００４］）。結

核はその感染者数と死亡者数においていまだに

日本で最大の感染症であるが，世界的にみれば，

感染および死亡の９割以上が発展途上国で生じ

ている。地域的にはインド，中国，東南アジア

諸国とサハラ以南のアフリカに多い。毎年８００

万人以上が結核を発病しており，２００万人が死

亡している。近年は，免疫系が破壊された HIV

感染者へが合併症として結核に感染するケース

が多い。

結核菌に対しては，２０世紀初めにフランスの

パスツール研究所で開発され，１９２５年に志賀潔

によって日本に持ち込まれた BCGというワク

チンがある（光山・角［２００２］）。BCGは結核

菌の感染そのものを防ぐものではないが，少な

くとも小児の重篤な結核の発病の予防に効力を

発揮することが知られている。BCGの効力に

ついては，発病の８０％を防ぐとする説とほとん

ど効果がないとする説がある（光山・角［２００２：

表２］）。したがってより強力で効果の高い結核

ワクチンの開発のための努力が続けられている

（岡田［２００２］）。

治療については，１９４４年にストレプトマイシ

ンが開発され，その服用により治癒の道が開け

た。しかし近年多種類の治療薬に耐性を持つ結

核菌が発生した結果，日本でも１９９７年からの３

年間は結核患者が増加した。現在はこのような

多剤耐性結核（multidrug−resitant tuberculosis）

対策が大きな課題とされている。WHO等は，

患者を毎日通院させ医療従事者の前で適切な抗

結核治療薬を内服させることにより新たな多剤

耐性結核菌の発生を防ぐ直接監視下短期化学療

法（directory observed treatment, short−course :

DOTS）を中心とする総合的結核対策を採って

いる。

Ⅱ－２－２．マラリア

マラリアの病原体はプラスモジウム属の原虫

であり，ハマダラカを感染媒体とする（春木他

［２００４］）。この原虫および蚊のゲノムが，それ

ぞれ Nature［２００２］，Science［２００２］に発表さ

れた。感染後は発熱，悪寒，多量の発汗が繰り

返される。子どもは，何度も感染を繰り返した

大人よりもマラリアの症状が激しく出やすく，

妊婦も感染すると母体や胎児の死亡，流産や死

産の危険性が高まる。WHO［２００２］によれ

ば，２０００年に世界で新規に３億人がマラリアに

感染し，１００万人以上が亡くなっており，その

ほぼ１００％が発展途上国の人々である。

予防薬も治療薬も開発されているが，どちら

も特効薬ではない。クロロキン，メフロキン等々

の内服薬が予防に用いられ，治療にもクロロキ

ン，メフロキン，キニーネ等々の内服薬が用い

られる。他の予防手段としては，蚊に刺されな

いようにするため，殺虫剤を染み込ませた蚊帳

の使用，殺虫剤の散布等がなされる。しかし結

核の場合と同様に近年，治療薬に耐性を持った

原虫や殺虫剤に耐性を持った蚊が発生しており，

予防，治療とも大きな課題に直面している。予

防の切り札はワクチンであると考えられており，

開発が進められている（堀井［２００２］，Econo-

mist［２００３a，２００２b, c］，Lychett and Kafatos［２００２］，

Russell and Howson［１９９６］）３）。

Ⅱ－２－３．西ナイル熱

西ナイル熱は１９３７年にウガンダの西ナイル地

区で初めて確認された。病原体は西ナイルウイ

ルス，感染媒体はカやトリであり，ヒトからヒ

トへは感染しない（田島・倉根［２００４］，Weiss

［２００２］）。症状は発熱，頭痛等で，感染者のう

ちの数％は重症の脳炎，髄膜炎に陥る。

１９５７年にイスラエルで再び流行が起こったが，

それ以降の流行は小規模であった。１９９０年代半

国際公共財としての感染症対策
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ばからアルジェリア，ルーマニア，チェコ，コ

ンゴ共和国，ロシア，イスラエルへと流行が拡

大し，１９９９年夏にはアメリカでも流行が始まっ

た。１９９９年には６２人，２０００年には２１人，２００１年

には６６人が感染し，この３年間で１８人が死亡し

た。２００２年には感染が更に広がり，感染者数は

４１５６人，死亡者は２８４人におよんだ。２００３年に

は９８５８人が感染し，２６２人が死亡した（２００４年

８月１３日付日本経済新聞夕刊より）。アメリカ

では２００４年も感染が拡大している。日本でも

２００４年８月にアメリカから帰国した女性が西ナ

イル熱に感染したと疑われたが，その月末には

感染していなかったことが確認された。

治療は一般的な急性熱性疾患と同様である。

予防のためにはワクチン開発が期待される。現

在開発が進められているワクチンとしては，長

崎大学の森田公一教授らの研究グループが動物

実験に成功し，臨床試験を待っているものがあ

る４）。

Ⅲ．国際公共財としての感染症対策

Ⅲ－１．感染症による外部不経済

感染症は外部不経済の典型例である。ヒトか

らヒトへの感染がある感染症の場合には，ある

感染者を感染させた人が存在するはずであるが，

その人を識別することには，かなりの困難があ

る。また病原体を受けて感染した人が，その病

原体を発した人に賠償を請求することは，法律

的にも認められていない。したがって，例えば

空気感染や飛沫感染をする感染症に感染した人

が周囲にいることは，非感染者にとって外部不

経済である。

しかし BSEによって生じるプリオン病はヒ

トからヒトへの感染の可能性がないので，プリ

オン病感染者が周囲にいることは，非感染者に

とって外部不経済ではない。一方，マラリアは

カを媒介にして感染するが，病原体のマラリア

原虫はヒトの体内で変異し，カ→ヒト→カ→ヒ

トのようにマラリア原虫が移動することによっ

て感染が起こるため，周囲にマラリア感染者と

ハマダラカがいることは外部不経済となる。

Ⅲ－２．感染症対策の公共財的性格

このようにいくつかの感染症の感染が，非感

染者に外部不経済をもたらすことは明らかであ

る。ではこの外部不経済への対処としての感染

症対策の全てが公共財的性質を持っているだろ

うか。感染症対策にも様々あり，またその公共

財的性質にもいくつかの側面がある。以下では，

感染症対策の公共財的側面を，（１）病原体の排出

抑制，（２）薬剤耐性を持つ病原体の発生抑制，（３）

情報生産活動，（４）発展途上国の貧困削減，の４

つに分けて整理を試みる。

Ⅲ－２－１．感染症の予防と治療の効果①：病

原体の排出抑制

感染症対策は，それが予防であれ治療であれ，

病原体の排出を抑制する場合に公共財的性格を

持つ。まず感染症予防が外部効果を持つ典型的

３）大阪大学の堀井俊宏教授らの研究グループはWHOの専門家と協力し，マラリアのワクチンの臨床試験を
行うことが報道されている。毎日新聞２００４年６月２３日版，日本経済新聞２００３年４月６日版を参照のこと。ま
た，製薬会社のグラクソスミスクラインとバルセロナ大学が非営利団体であるMalaria Vaccine Initiativeおよ
びモザンビーク保健省と協力してワクチンの臨床試験をモザンビークで行った結果が良好であるとの報告も
ある（Alonso et al．［２００４］，Economist［２００４］）。日本製薬工業会が厚生労働省，WHO，北里研究所と協力
して実施している抗マラリア薬開発プロジェクト（JPMW）も注目される（日本製薬工業会［２００１，２００２］）。

４）日本経済新聞２００３年８月２３日付夕刊，毎日新聞２００４年８月２７日付夕刊を参照のこと。
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な例を考えてみよう。例えば，感染媒体がヒト

である，ある感染症のワクチンが開発されたと

する。そして誰か一人がその予防接種を受けた

とすれば，それ以外の人々は，自分が予防接種

を受けなかったとしても感染確率が幾分か下が

る。仮に自分以外の人々全員が予防接種を受け

て感染を免れていたとすれば，自分は受けなく

ともその感染症にかかることはない。このこと

から，感染率が十分下がってくると予防接種の

必要性を人々が強く感じなくなり，予防接種を

受けなくなる。その結果，感染症の根絶が難し

くなるという傾向があることを Philipson

［２０００］は指摘している５）。これは「ただ乗り（free

ride）」問題の一種と言える。

この場合，予防接種が外部性を持つのは，自

分を感染から守るために行った予防接種が，自

分を感染から守ることを通じて，自分から他人

への感染の可能性を除いたことによる。これは

全ての感染症予防に当てはまることではない。

例えば仮に鳥インフルエンザのワクチンが開発

されたとしよう。これをある個人が予防接種し

たとする。この予防接種は純粋な私的財（サー

ビス）であり公共財的性格を持たない。なぜな

らばこれまでの研究において鳥インフルエンザ

はヒトからヒトへの感染がなく，これが事実６）

であるとすれば，ある個人への予防接種は他の

人々の感染確率を低下させないからである。こ

れに対して，ヒトが感染媒体である感染症（HIV

/AIDS，コレラ，結核，SARS等）の場合には，

ある個人の感染予防が公共財的性質を持ちやす

い。またマラリアの場合，感染媒体それ自体は

カであるが，カからヒト，ヒトからカ，そして

再びカからヒト，という順で感染が広がってい

くため，ある個人の感染の抑制が他の人への感

染確率を低下させる。

感染症治療も基本的には私的サービスである。

ただし，治療が感染者からの病原体排出を抑制

する場合には，治療が公共財的性格を持つ。例

えば結核の場合には，治療は感染者本人の苦痛

を和らげると同時に，感染者の咳を抑えること

によって結核菌が空気中に散布されることを抑

制するので，他の人々の感染確率を下げる。こ

れに対し牛海綿状脳症（BSE）に感染した牛の

プリオン蛋白質を摂取してクロイツフェルト・

ヤコブ病に感染したヒトの治療は他の人々の感

染確率に影響を与えないので公共財的とは言え

ない。

また，個人に対する予防や治療でなくとも，

病原体の排出を抑える政策は公共財的性格を持

つ。具体的には，BSEに感染していると考え

られる牛の処分，マラリアを媒介するハマダラ

カの幼虫が多数棲息していると見られる水源の

除去，等々は，これを誰かが行えば社会全体の

感染確率が下がるので，これは公共財的なサー

ビスであるといえる。

まとめると以下のようなことである。ウイル

ス，細菌，原虫といった病原体は，その一単体

はたかだか一人のヒトに感染するに過ぎない。

しかし往々にして，病原体を抑える政策はそれ

が一度採られると，無数の病原体の排出抑制に

同時に作用することが多いので，その意味で病

原体の排出抑制には不可分性（non−divisibility）

がある。したがって病原体の排出を抑制するよ

うな活動は全て公共財的であり，個人への予防

や治療が公共財的性格を持つ場合がある，とい

うわけである。

Ⅲ－２－２．感染症の予防と治療の効果②：薬

剤耐性を持つ病原体の発生抑制

近年，変異により多種類の治療薬やワクチン

に耐性を持つようになった病原体が発生してい

る問題をⅡ－２－１．結核の項で指摘した。こ

５）Philipson［２０００］はこの他，まだ生まれていない将来世代の需要が現実の医薬品需要には反映されていな
い（missing market）ため，十分高い医薬品価格がつけられずに供給過少となるという形で，市場が効率的
配分に失敗する可能性を指摘している。

６）付言すれば，鳥インフルエンザのヒトからヒトへの感染は，２００４年にタイで生じた可能性があり，注目を
集めている。
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の問題は HIV，マラリアにも当てはまる。こ

れは多くの人々が一種類の治療薬やワクチンを

広く使用することにより，それらに耐性を持っ

た病原体が発生しやすくなる現象として理解さ

れている。この問題に対処するためには，感染

者の状態をつぶさに観察しながら処方箋どおり

の方法で薬剤を服用させる必要がある。このよ

うに慎重な治療が全ての感染者に対してなされ

なければ，現在有効な治療薬，ワクチンに耐性

を持つ病原体が現れ，感染者全体に外部不経済

をもたらしうる。したがって，薬剤耐性を持つ

病原体を発生させないような治療を一人一人の

感染者に施したり，そもそも感染しないように

予防したりすることが国際公共財的性質を持つ

ということを Arrow［２００４］は強く主張してい

る。

Ⅲ－２－３．情報生産活動：医薬品開発と感染

の情報発信・共有

知識・情報が非競合性と非排除性を持つので

公共財的性格を色濃く持っていることを Romer

［１９９３］が指摘している。感染症対策に関して

重要な知識・情報には大きく言って２種類ある。

１つは医薬品やワクチンの成分や製法に関する

知識である。これは研究によって得られるもの

で，多くの時間や人材，資金が投入されて初め

て獲得される。いま１つは，時々刻々の感染情

報である。具体的には平常より世界中に連絡ネ

ットワークを張りめぐらせておき，ある感染症

が流行した場合に，その病原体，感染経路，地

理的分布等々について感染の可能性のある地域

の人々にいち早く伝える必要がある。このよう

なネットワークは世界各地の医療施設が結びつ

けられて初めて可能となる。

（１） 医薬品開発

医学に関する基礎研究は公共の研究機関や大

学で行われ，その成果を用いた医薬品，ワクチ

ン開発は民間の製薬会社でなされる傾向が強い

ことが知られている（Cockburn and Henderson

［２０００］）。このような医薬品・ワクチン研究開

発の民間主導という傾向は，その感染者のほと

んどが低所得国に住んでいる HIV/AIDS，結核，

マラリアにおいても妥当する（伊藤・山形

［２００４］）。

Romer［１９９３］が指摘するように，医薬品・

ワクチンについてのみならず知識一般に公共財

的性格がある。そのため新しい技術の開発者は

長らく追随者の「ただ乗り（free ride）」問題に

苦しんできた（Sobel［１９９５］）。この問題に対

処するために現代社会が採用しているのが特許

制度である。特許制度は，ある技術を開発した

人に，一定期間だけ独占的にその技術を経済活

動に利用することを認め，その独占利潤でもっ

て，当初開発のために支払った費用を回収させ

ようとするものである。この制度により研究開

発が促進されてきたことは歴史が示すところで

ある（Griliches［１９９０］；Khan and Sokoloff

［２００１］）。しかし特許制度はそもそも，技術を

開発してそれを人々に普及させるための完全無

欠な制度ではない。技術開発の利益は，独占と

いう形で開発された商品の取引を制限すること

によって確保されるのであるが，独占は同時に

その商品の広範で低費用の利用を犠牲にする

（Scherer［１９７０，Chapter１４］）。つまり特許制度

は開発者の発明に対する報酬とそれを利用する

消費者の利益の折衷として設計されており，そ

のどちらにより大きなウェイトを置くかは，特

許の期間の長短，特許請求範囲の大小によって

調整がなされてきた（岡田［１９９８］）。その意味

で言えば，人々の生活の根幹に関わるような商

品やサービスに関わる特許については，消費者

の利益の方により大きなウェイトを与えるとい

う判断があってもおかしくない。Ⅱ－１－１．

HIV/AIDSの節で紹介した，最貧国における

HIV/AIDS，結核，マラリア向け医薬品等に対

する特許適用除外の動きは，このような文脈で

理解できる。

事ここに至って残る問題は，上に挙げた３つ

の感染症向け医薬品等に特許を適用しないとし

た場合に，これら３つの感染症および，その他

発展途上国のみで蔓延する感染症向け医薬品や

国際公共財としての感染症対策
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ワクチン等々の開発から製薬会社が手を引いて

しまうかも知れないということである。そもそ

も開発者と消費者の利益を按分する特許制度に

おいて，消費者の利益へのウェイトを増やせば

開発者の利益へのウェイトが減り，開発インセ

ンティブが下がることは自明である。事実，製

薬会社のリーダー達は既に，今後エイズ治療薬

の開発の速度が鈍るという予測を公言している

という（Lanjouw［２００３］，p．１０９）。

開発インセンティブの問題の重要性は，政府

や国際機関の行動に関する時間的非整合（time

inconsistency : Chari, Kehoe and Prescott［１９８９］）

によってより強調される。これは，開発インセ

ンティブの不足の問題に気づいた各国政府や国

際社会が，ある治療薬やワクチンが開発される

前には，開発者には莫大な賞金を払う，と宣言

しておきながら，実際に開発がなされた後には，

公共の利益を口実に賞金を払わない，といった

行動をとる誘因があるということを指している。

合理的な政府や国際機関なら，開発がなされた

後に賞金を払うことがないと製薬会社が予想す

るならば，製薬会社たちは政府や国際機関が何

を言っても信じず，治療薬やワクチン開発に乗

り出さない可能性がある（Kremer［２０００a, b，

２００２］，Kremer and Glennerster［２００４］）。この

ように根深いインセンティブ問題を，発展途上

国向け医薬品開発は抱えている。

（２） 感染およびバイオテロリズムに関する情報

発信と共有

感染症対策は時に急を要する。２００２－２００３年

に SARSが周辺アジア諸国で流行した際に明ら

かなように，新興感染症が勃発した際には，一

刻も早く病原体，感染経路，治療法等々を明ら

かにし，関係医療機関に伝えなければならない

（押谷［２００４］）。そのような事柄に関する正確

な情報は，誰かが多大な努力を費やして生み出

し，一度それが明らかになった後は，他の人々

はそれらの情報を，その情報を生み出した開発

者と同じ努力をすることなしに活用できる。こ

のことから感染症の流行に関する情報は国際公

共財といえる。

感染情報は日々の医療従事者の医療行為を通

して得られることが多い。世界各地の医療従事

者がネットワークを形成して，発信された情報

を共有することになるが，このネットワークも

また国際公共財といえる（Zacher［１９９９］）。

ここで注意しなければいけないことは，感染

症の正確なサーベイランスとタイムリーな情報

発信が，当該国政府によって妨げられることが

あるということである。感染症の流行が世界に

知れ渡れば，その国と他国の間の人口流出入，

資本・投資の流出入，貿易は大きな影響を被る

であろう。それを恐れる政府が，情報収集や発

信を妨害する，あるいは非協力的になることが

過去に見られた（押谷［２００４］，Zacher［１９９９］）。

このような困難を乗り越えて形成されたネット

ワークは新興感染症のみならず再興感染症の流

行情報の伝達にも大きく貢献している。

また，現代の戦争およびテロリズムにおいて

は微生物を含む生物を兵器として用いることが

あり得る（加來［２００４］）。日本ではオウム真理

教団がサリンを用いて，１９９４年に松本サリン事

件，１９９５年に地下鉄サリン事件を起こした。２００１

年には９月１１日の同時多発テロの後の１０月にア

メリカで，炭疽菌に汚染された郵便物によって

２２人の感染者（うち５人が死亡）が出たことが

記憶に新しい。これら以外にも，これまでリシ

ン，サルモネラ菌がイギリスやアメリカにおい

て実際にバイオテロに使われたことがある。

２００２年にアメリカのニューヨーク州立大学の研

究グループがポリオウイルスを人工的に合成す

ることに成功した際には，その技術がバイオテ

ロに用いられることに懸念を表明する向きもあ

った７）。

バイオテロに関する研究や対策はアメリカに

おいて最も進んでいると言われている（Econo-

mist［２００２d］）。その中心的な機関は Centers for

７）２００２年７月１２日付の朝日新聞，日本経済新聞の記事を参照。

国際公共財としての感染症対策
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Disease Control and Prevention（CDC）である。

またWHOも２００３年にバイオテロ発生時の対応

のガイドラインの草案を発表すると共に，テロ

に用いられ得る生物剤をリストアップしている

（加來［２００４］）。生物剤に関する知識・情報も

国際公共財ということができるが，日本もこれ

ら知識・情報を得る恩恵に浴している。

Ⅲ－２－４．発展途上国の貧困削減

最後に，発展途上国向けの感染症対策が，そ

れらの国々の貧困削減をもたらし，国際社会・

経済の安寧という面において公共財的性質を有

するという点を指摘しておきたい。政府開発援

助を通じた発展途上国の貧困削減が公共財性質

を持っているのであれば，同じ意味合いにおい

て，発展途上国に蔓延する感染症の対策も公共

財（サービス）と言える。

現在の発展途上国の中でもサハラ以南アフリ

カは HIV/AIDSによって最も大きな打撃を受け

ている。図１に示したように１９９０年代に多くの

国々の平均寿命は大きく低下しているが，これ

は HIV/AIDSによるものであると説明されてい

る。特に，HIV/AIDS感染者が高年齢層ではな

く若年・壮年層中心であることから，より大き

な経済活動人口が喪失する。そのうえ前述のよ

うに，結核，マラリアも発展途上国において毎

年数百万人の死者を出している。これだけで見

ても発展途上国の貧困削減において感染症対策

がいかに大きな意味を持っているかがわかる。

したがって発展途上国に蔓延する感染症対策は，

政府開発援助と同じ意味での国際公共財的性格

を持つ。

Ⅳ．感染症対策への国際的支援

これまで見てきたように，感染症対策は様々

な意味で国際公共財的性質を持つ。したがって，

民間の供給に一任するわけにはいかず，政府や

国際機関等々が感染症対策に関わってきた。以

下では，感染症対策に関わる国際機関等を通じ

た多国間協力の実態と日本の関与，および二国

図１ アフリカ諸国の平均寿命の推移

（出所）山形［２００３a］。
（原資料）World Bank［２００２］．
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間協力の最近の動きについて述べる。

Ⅳ－１．多国間協力

Ⅳ－１－１．世界保健機関（WHO）

世界保健機関（World Health Organization :

WHO）は１９４８年に設立された，保健に関する

国連機関である（http : //www.who.int/about/en/）。

加盟国は日本を含む１９２カ国で，スタッフ総数

は約３５００名である。

WHOの役割はその constitutionによると，国

際保健活動の推進役，調整役となること，各国

政府の要請に応じ，保健サービス提供を技術的

・財政的に支援すること，伝染病，風土病その

他の根絶を推進すること，等々である。WHO

は近年，感染症等の疾病のアウトブレーク８）へ

の対応に力を注いでいるという（進藤［２００４］）。

これは生物・化学テロリズムまで視野に入れた

ものである。WHOは内部に Global Outbreak

Alert and Response Teamを創設し，１９９８年以来，

アフリカのエボラ出血熱，中米のハンタウイル

ス肺症候群，東南アジアのニパウイルス脳炎

等々に対応してきた。２０００年にはWHOが，CDC

等各国の保健機関，パスツール研究所等の研究

機関，国際赤十字，国連児童基金（UNICEF）

等の国際組織，国境なき医師団（MSF）等の NGO

および各種ネットワークに呼びかけて Global

Outbreak Alert and Response Network（GOARN）

を立ち上げた。このネットワークの事務局は

WHOにおかれ，日本では国立感染症研究所が

参加している。同ネットワークは SARSのアウ

トブレークの際に，情報発信・共有の役割を果

たしたことが知られている（押谷［２００４］）。こ

のようにWHOは疾病アウトブレークに関する

情報と，それを世界が共有するためのネットワ

ークという２つの国際公共財を提供している。

図２に２００４年のWHOへの各国別出資割合

（予算額）を示した。日本はアメリカに次ぐ第

２位の出資国となっている。出資額はアメリカ

に匹敵するほどの規模であり，WHOへの大口

出資国の一つと見なされる。

Ⅳ－１－２．国連エイズ合同計画（UNAIDS）

UNAIDSの正式名称は the Joint United Na-

tions Programme on HIV/AIDSであり，１９９６年

に国連児童基金（UNICEF），国連開発計画

（UNDP），国連人口基金（UNFPA），国連教育

科学文化機関（UNESCO），WHO，世界銀行が

協力して設立された。その後協力機関の数は増

８）Outbreak。この場合，突然の罹患拡大を指す。

図２ WHOへの出資割合（２００４年予算額）

（資料）WHO［２００４］，Annex１．
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加し，現在では，国連薬物犯罪オフィス

（UNODC），国連労働機関（ILO），世界食糧計

画（WFP），国連難民 高 等 弁 務 官 事 務 所

（UNHCR）も協力機関（cosponsor）となり，

これら１０の国連機関で理事会を構成している。

UNAIDSは，HIV/AIDSが今や医療のみなら

ず社会全体の問題であるという認識から設立さ

れた。UNAIDSは HIV/AIDS対策のリーダーシ

ップを取り，広報活動を主導すること，世界各

国の HIV/AIDSの感染・罹患状況を精査するこ

と，多様な機関・市民社会等を動員すること，

資金集めを先導すること，を目的としている。

具体的には毎年年末に，各国毎の HIV感染・

AIDS罹患状況の情報収集と公表，２年に一度

開催される国際エイズ会議の主催等々を行い，

国連における HIV/AIDS対策の中心となってい

る。

UNAIDSへの出資は各国政府が中心である

が，世界銀行，アメリカの国立衛生研究所（Na-

tional Institute of Health）９）等も独自の出資を行

っている。出資国としてはアメリカ，オランダ

が図抜けており，それにノルウェー，スウェー

デンの北欧諸国が続く（図３）。日本は２００３年

の実績で見ても，１９９５－２００４年の累計で見ても，

それら諸国の後塵を拝している。２００３年の日本

の出資額は約４８０万ドルで，世界銀行もそれに

匹敵する額（４００万ドル）を出資している。

Ⅳ－１－３．世界エイズ・結核・マラリア基金

（GFATM）

世界エイズ・結核・マラリア基金（Global

Fund to Fight against AIDS, Tuberculosis and Ma-

laria : GFATM）は２０００年７月の九州・沖縄サ

ミット，２００１年６月の国連エイズ特別総会，２００１

年７月のジェノバ・サミットと続く流れの中で

設立構想が形成され，２００２年から活動を開始し

たものである（国際協力事業団［２００２］，pp．７１

－１０９）。HIV/AIDS・結核・マラリア対策の多

国・多機関協力の資金を取りまとめて一本化し，

各発展途上国へと分配する窓口として設立され

９）NIHという略称で呼ばれている。NIHについては掛札［２００４］を参照のこと。

図３ UNAIDS への出資割合

（注）内側の円グラフは２００３年の，外側の円グラフは１９９５－２００４年の累計の，
それぞれ出資国別内訳を示している。

（資料）UNAIDSホームページ（http : //www.unaids.org/NetTools/Misc/DocInfo.

aspx?href= http : //gva−doc−owl/WEBcontent/Documents/pub/Governance/

PCB０１／Core＿１９９５－２００４＿en.xls）。
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た。出資者は各国政府が中心であるが，Bill and

Melinda Gates Foundation等の財団や民間企業

も出資している。

GFATMは出資者から寄せられた資金を各発

展途上国の国家調整機構（Country Coordinating

Mechanism : CCM）に分配する。CCMは，そ

れぞれの国の官民が協力して作る資金受け入れ

組織であり，国毎の HIV/AIDS，結核，マラリ

ア対策の全体計画を策定し，それに対応したプ

ロジェクトを立てる役割を担っている。各国の

CCMは GFATMの資金を用いて，HIV/AIDS，

結核，マラリアの治療と予防に取り組む。この

資金が HIV感染者の AIDS発症を防ぐための

抗レトロウイルス薬購入等々に充てられること

になる。

ここで注意したいことは，GFATMに集めら

れた資金は全て発展途上国に治療や予防の目的

で用いられているのであって，新薬やワクチン

開発に用いられているわけではないということ

である。後述のように，新薬・ワクチン開発の

ための機構は別個に組織されている。

GFATMへの最大の出資者はやはりアメリカ

で，出資約束額で見るとフランスが２位，これ

に欧州委員会，イタリア，ドイツ，イギリスが

続き，日本は第７位である（図４）。また，２００３

年までの出資額で見るとアメリカ，欧州委員会，

イタリアに次いで第４位である。

表１はWHO,UNAIDS,GFATMへのそれぞれ

単年の出資額を大まかに比較したものである。

GFATMはその基金としての性質上，最も多額

の資金を得ている。後述のように近年アメリカ

は，GFATMを通じた多国間援助ではなく，２

国間援助による HIV/AIDS対策に傾倒している。

このような２国間援助を別にすると，世界の

HIV/AIDS，結核，マラリア対策は GFATMの

動向に集約されると見なされている。

Ⅳ－１－４．新薬・ワクチン開発のための国際

機構

前項で指摘したように，HIV/AIDS，結核，

マラリア対策の資金集めの機関である GFATM

は，新薬やワクチン開発のための資金集めはし

ない。したがって，そのための機関は別に組織

されている。

HIV/AIDSの場合には発展途上国のみならず，

先進国にも無視し得ない数の患者・感染者がい

図４ GFATMへの出資割合

（注）内側の円グラフは２００１－２００３年までの実際の出資額を，外側の円グラ
フは２００４年までの約束額の出資国別内訳を示している。

（資料）GFATMホームページ（http : //www.theglobalfund.org/en/files/annualre-

port２００３full.pdf）。
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るので，公共機関のみならず民間製薬会社が治

療薬，ワクチンの開発に携わっている。しかし，

現在世界で感染が多い HIV－１型のウイルス

には Aから Jまでの１０のサブタイプがあるこ

とが知られており，先進国にはサブタイプ B

が，東・東南アジアにはサブタイプ Eが多い。

これに対してアフリカには多数のサブタイプが

あり，中でも A，Cのサブタイプが多いことが

わかっている（佐々木他［２００２］，柴田［２００２］）。

治療薬はこれらのサブタイプに関わらず一定の

効果を発揮するが，ワクチンについてはあるサ

ブタイプに効果を発揮するものが他のサブタイ

プのウイルスにも有効であるかどうか，まだわ

かっていない（Johnston［２００２］）。そもそも実

用化に至るまでに研究の進んだワクチンは皆無

である一方，民間製薬会社は先進国に多いサブ

タイプ Bを中心に研究を進めている。現在は

東・東南アジアに多いサブタイプ Eを対象と

したワクチン開発が大規模臨床実験の段階まで

進んでいる。これに対し，アフリカに多いサブ

タイプ A，Cの研究は民間においては盛んであ

るとは言えない。そこで，International AIDS Vac-

cine Initiative（IAVI）という非営利団体が，資

金集め，特に発展途上国向けエイズ・ワクチン

の研究開発を他の研究機関や大学，等々と協力

して行っている。具体的な数を挙げれば，２００４

年９月２９日時点で実施されていたワクチンの臨

床試験は３５あり，そのうち２０がサブタイプ B

のみを対象としていた。アフリカで蔓延してい

るサブタイプ A，Cそして Dを対象とした試

験は１４あり，そのうち８つに IAVIが関わって

いる。それ以外の６つには前述のアメリカの国

立衛生研究所（NIH）の研究機関の１つである

国立アレルギー・感染症研究や大学等が関わっ

ている１０）。

IAVIのスポンサーは，カナダ，デンマーク，

アイルランド，オランダ，ノルウェー，スウェ

ーデン，イギリス，アメリカの８カ国および EU，

世界銀行，Bill and Melinda Gates Foundation，

その他財団や民間企業である。日本は IAVIを

支持している２１カ国の１つとして挙げられてい

るが，研究協力も財政支援も行っていない。

また，マラリアの治療薬，ワクチン開発促進

についてはそれぞれ，Medicines for Malaria Ven-

１０）IAVIのホームページ（http : //www.iavireport.org/specials/OngoingTrialsofPreventiveHIVVaccines.pdf）を参照。

表１ 主要国のWHO、UNAIDS、GFATMへの出資額
（単位：百万米ドル）

年
WHO

２００４年予算
UNAIDS

２００３年実績
GFATM

２００３年実績

日本
アメリカ
イギリス
ドイツ
フランス
オランダ
ノルウェー
スウェーデン
デンマーク
イタリア
欧州委員会

８２
９６
２３
４１
２８
７
３
４
３
２１
－

５
１８
５
１
１
４１
１４
７
５
２
－

８０
３２３
４０
３７
６２
４４
１７
１１
１４
１０７
５２

全体 ４３１ １２３ ９２７

（出所）図２，３，４に同じ。
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ture（MMV），Malaria Vaccine Initiative（MVI）

が活動を行っている１１）。MMVはマラリア治療

薬開発のための非営利団体である。２００３年の年

次報告書によると，同年の収入は約２２００万ドル

で，その約４分の３は Bill and Melinda Gates

Foundation, Rockefeller Foundation, Wellcome

Trustといった財団から得ている。この他MMV

にはオランダ，スイス，イギリス政府，世界銀

行，WHO,UNDPといった国際機関，エクソン

・モービルや International Federation of Pharma-

ceutical Manufacturers Associationsといった民間

会社および業界団体が出資している。

MVIは１９９９年に，非営利団体である PATH１２）

に Bill and Melinda Gates Foundationが５０００万ド

ルを出資することによって創始されたマラリア

・ワクチン開発促進プログラムである。現在で

も同財団が主要な出資団体であり，財団のホー

ムページによれば，２００４年１月には PATHに

対し，再び１億ドルの出資（２００４－２００８年）が

決まっている。このように，マラリアの治療薬，

ワクチン開発に関しては Bill and Melinda Gates

Foundationの貢献が際立っている（Economist

［２００４］）。

Ⅳ－２．二国間協力

沖縄感染症対策イニシアティブ発表以来，

GFATM創設に至るまで，世界の HIV/AIDS，

結核，マラリア対策は，GFATMによる多国間

協力を中心に行う気運があった。また日本政府

は同イニシアティブの一環として２０００年以降５

年間に３０億ドルの感染症対策を世界的に行うと

宣言して注目された（国際開発センター［２００２］，

国際協力事業団［２００２］）。

しかしそのインパクトは今や薄れていると言

わざるを得ない。というのは，２００３年にアメリ

カが，５年間で１５０億ドルのエイズ対策費を，

アフリカを中心とする発展途上国向けに支出す

ることを決めたからである。この計画は PEP-

FAR（the President’s Emergency Plan for AIDS

Relief）として知られている１３）。１５０億ドルの支

出は主として２国間援助としてなされ，GFATM

に対しては最大１０億ドルが拠出されるに過ぎな

い。しかもその１０億ドルの支出には条件が付い

ている。他国の GFATMへの拠出の総額が２０億

ドルに達して初めてアメリカから１０億ドル満額

が支出されるという仕組みである。つまり，ア

メリカ以外の国々が２ドル拠出する毎にアメリ

カが１ドル拠出するという２対１ルールを採用

している。これに対応してエビアン・サミット

や GFATM支援会議等々の機会を捉えて，イギ

リス，フランス，ドイツも GFATMへの出資や

その他のアフリカ・エイズ対策費の増額を宣言

した１４）。この中にあって日本は明確な姿勢を示

しておらず，「けち（mean）」であるという評

価さえ得てしまっている（Economist［２００３b］）。

このように，２０００年の沖縄感染症イニシアテ

ィブ表明の際には日本の対発展途上国向け感染

症対策が世界をリードしていたが，アメリカの

PEPFARが発表されて以来，日本の対発展途上

国向け感染症対策の好印象は薄れ，むしろ積極

的でないと見なす向きもあることに注意する必

要がある。

１１）MMV，MVIのホームページはそれぞれ，http : //www.mmv.org/pages/page_main.htm, http : //www.malariavac-

cine.org/である。
１２）もともとは Program for Appropriate Technology in Healthの略称である。
１３）２００３年２月２日付け日本経済新聞，および Economist［２００３b, c］を参照。
１４）２００３年７月１７日付および２００４年７月２６日付の日本経済新聞夕刊を参照。
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Ⅴ．おわりに

天然痘の撲滅が宣言され，ポリオも制圧に向

かうなど，感染症は世界で制御可能となると考

えられた時期もあった。しかし，第Ⅱ節で述べ

たような新興再興感染症の流行により，世界は

再び感染症への関心を高めている。第Ⅲ節で説

明したように，感染症の予防や治療はそのプラ

スの効果が国境を超えてスピル・オーバーする

ことが多く，国際公共財としての性質を持って

いる。また，新薬・ワクチンの成分・製法に関

する情報および，感染症の流行に関する情報は

典型的な公共財であり，これらの情報を生産す

ることは世界中の人々の利益になる一方で，誰

しもが「ただ乗り」するインセンティブを持っ

ている。この問題を解決するためには国際的な

協調行動が必要である。

現在最も注目を集めている感染症に関する国

際的協調行動は，最貧国向けのものである。こ

れについては，安全保障上の配慮，WTOにお

ける南北対立，等々様々な思惑が交錯している

ものと考えられるが，意図はどうであれ，金額

においてアメリカがリーダーシップを取ってい

ることが明らかである。日本はWHOへの出資

については存在感を示しているものの，それ以

外の機関への出資や二国間協力の面では，GNP，

人口の規模を考慮すると，少なくとも今現在に

おいては貢献度が大きいとは言えない。現在の

出資の規模と，出資先の機関の範囲は，先進国

の中で特に優れているわけではない。特に，新

薬・ワクチン開発については日本の財政的な面

での貢献は全く目立たない１５）。

国際的な感染症対策に関する日本の印象を高

めるためには，沖縄感染症イニシアティブの際

になされたように多額の金銭的貢献を宣言する，

あるいは，国際的に必要と考えられているもの

の他国がまだ協力を決めていない分野への貢献

をいち早く宣言する，等の対応が考えられる。

後者としては近年，特許の適用を外れる発展途

上国向け医薬品・ワクチン開発へのインセンテ

ィブを高めるためのコミットメント１６）の必要性

が注目されており，その協力は一考に値する。
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